
健障推第 424 号 

令和８年５月14日 

各区自立支援協議会事務局     

市内指定特定相談支援事業所  御中 

 

横浜市健康福祉局障害施策推進課長 

 

令和８年度神奈川県主任相談支援専門員養成研修の受講者追加募集について（周知） 

 

 日頃より横浜市の福祉行政に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

標記について、神奈川県から「神奈川県主任相談支援専門員養成研修」の募集申込期間の延長の依頼が

ありました。 

 つきましては、本市では本研修受講の機会の中立・公平性を担保することを目的に、主任相談支援専門

員の役割を以下のとおり定義し、選考基準に基づき本市で選考を行った上で、主催者である神奈川県あて

に推薦を行い、選考結果を通知します。 

受講を希望される方は、研修の詳細及び受講対象者、主任相談支援専門員の役割について必ず御確認・

了承の上でお申し込みください。 

 主任相談支援専門員としての役割及び人材育成の観点から、研修修了者には今後、相談支援従事者研修

の企画運営、講師、演習インストラクター等として携わることを誓約していただきます。また、各区自立

支援協議会の事務局に対し、自立支援協議会の参画状況等について確認し、併せて推薦者について報告さ

せていただくことを御承知おきください。 

 

１ 募集案内及び受講申込書 

  障害福祉情報サービスかながわ 書式ライブラリ 

  https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=4&id=128 

 

２ 申込み 

 (1) 横浜市電子申請・届出システム 

   下記 URL もしくは二次元コードから申込フォーム画面へ進み、お申込みください。 

    

   【申込にあたり必要な書類】 

   ・必要事項を記入した受講申込書（Excel 形式） 

    受講申込書の「応募にあたり、市町村障害者自立支援協議会等の協議の場での合意形成を踏まえ

た推薦ですか。」という項目は、横浜市への応募者は記載不要です。 

・相談支援従事者初任者研修及び相談支援従事者現任研修のすべての修了証書の写し（PDF 形式） 

 

【URL】                           【二次元コード】 

 
 

 

 

 (2) 申込期限 

   令和８年５月 19 日（火） 17 時 

 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/pr
ocedures/apply/7444f341-ee9e-437e-b7df-14eb604b2d6b/start 
 



３ 受講対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 主任相談支援専門員の役割及び主任相談支援専門員配置加算の算定要件 

以下について、必ず確認の上、お申し込みください。 

(1) 横浜市における主任相談支援専門員の役割 

本市における主任相談支援専門員の役割を、以下に掲げるいずれかの要件を満たす者に定義し 

ます。 

・基幹相談支援センター、生活支援センター、区福祉保健センターの３機関として、相談支援体制の

強化ならびに地域生活支援拠点の中核的役割を担うことができる者 

・市域の研修において、企画運営・講師・演習インストラクターを担い、相談支援専門員の人材育成

ができる者 

・各区自立支援協議会の活性化のため、事務局もしくは部会長として参画し、地域づくりを推進でき

る者 

・相談支援従事者向け研修におけるインターバル実習の受入に協力できる者 

・人材育成指標においてステップ３への到達が期待できる者 

 (2) 主任相談支援専門員配置加算の算定要件 

（別紙）主任相談支援専門員配置加算の取扱いについて（通知）（健障推第１５７号・令和６年４月

９日）参照 

 

【担当】健康福祉局障害施策推進課相談支援推進係 

松本・河口・佐藤・那須 

                    電話 671-4133 ＦＡＸ 671-3566 

                      メール：kf-kensyu@city.yokohama.lg.jp 

次の（１）から（３）までのすべての要件を満たす者、かつ（４）もしくは（５）までのいずれ

かの要件を満たす者 

（１）相談支援従事者 現任研修（１回目）の修了後、相談支援専門員として相談支援事業所等（指

定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所をいう）又は

地域生活支援事業実施要綱に規定する障害者相談支援事業もしくは基幹相談支援センターに

おける従事期間が、 通算して３年（36 カ月）以上である者 

（２）翌年度以降の横浜市における相談支援従事者研修に以下の３点について協力することができ

る者 

① 研修の企画に携わること。 

② 講義若しくは演習の講師として携わること。 

③ 相談支援従事者初任者研修及び現任研修のインターバル実習での実習機関として協力する

こと。 

（３）横浜市の基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等において現

に相談支援に関する指導的役割を担っている者（指定特定相談事業所も含む） 

（４）横浜市の委託する相談支援事業所において現に相談支援に関する指導的役割を担っている者 

（５）所属する相談支援事業所における人材育成の中核に位置づく者及び他の従事者が配置されて

いない等、事業所での取組が困難な場合に、当該事業所の相談支援専門員を後方支援すること

ができると認められる者※ 

※厚労省障害福祉課長通知（令和３年３月 31 日障障発 0331 第７）「計画相談支援等 に係る令和３年度報酬

改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について」 


